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2016年５月20日

各 位

当社定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において「定款の一部変更の件」を2016年６月29日開催予定の第19回定

時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

１． 定款の一部変更

（１）定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりです。

（２）変更の理由

① 商号の変更

2016年３月７日に、ＳＯＭＰＯホールディングスの一員となったことを受けて、短くてわかり

やすい介護ブランド「ＳＯＭＰＯケア」を冠した商号に変更するため、現行定款第１条（商

号）の変更を行うものです。

② 目的の変更

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律」（平成26年法律第83号）に基づき、介護保険法が改正されたことに伴い、同法に規定する

サービスを行うことを明確化するため、現行定款第２条（目的）の記載内容の一部変更を行う

ものです。

（３）日程

定款変更の為の株主総会開催日 2016年６月29日

定款変更の効力発生日     2016年６月29日

但し、商号の変更は2016年７月1日となります。
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別紙

現 行 定 款 変 更 案

（商号）

第１条 当会社は、株式会社メッセージと称し、英文で

は、Message Co.,Ltd.と表示する。

（目的）

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  (1)介護保険法に基づく居宅サービス事業

   ①～⑩  （条文省略）

  (2)介護保険法に基づく地域密着型サービス事業

   ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護

   ②夜間対応型訪問介護

        （ 新  設 ）

   ③～⑦  （ 条文省略 ）

  (3)～(6)  （ 条文省略 ）

（商号）

第１条 当会社は、ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社と称

し、英文では、Sompo Care Message Inc.と表示する。

(目的）

第２条     （現行どおり）

  (1）    （現行どおり）

   ①～⑩  （現行どおり）

  (2）    （現行どおり）

   ①    （現行どおり）

   ②    （現行どおり）

   ③地域密着型通所介護

   ④～⑧

   （条数繰り下げ、条文は現行どおり）

  (3)～(6)  （現行どおり）

        （ 新  設 ）

  (7)～(8)  （ 条文省略 ）

  (9)老人用住宅の賃貸及び管理運営

(10)有料老人ホームの経営

(11)～(19) （ 条文省略 ）

第３条～第47条  （ 条文省略 ）

        （ 新  設 ）

  (7)介護保険法に基づく介護予防・日常

     生活支援総合事業

   ①第１号訪問事業

   ②第１号通所事業

   ③第１号生活支援事業

   ④第１号介護予防支援事業

   ⑤一般介護予防事業

  (8)～(9)

   （条数繰り下げ、条文は現行どおり）

(10)有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅その他

高齢者向け住まいの経営及び管理運営

        （ 削  除 ）

(11)～(19) （現行どおり）

第３条～第47条 （現行どおり）

附 則

  第１条 （商号）の変更は、平成28年7月１日から実施す

る。なお、本附則は、第１条の効力発生日経過後削除されるも

のとする。


